
後期高齢者医療に関する事務に係る 

「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）」についての 

パブリック・コメント（市民意見募集）の実施結果 

１ 意見募集の趣旨 

福岡市の後期高齢者医療に関する事務について，平成27年11月に，「後期高齢者医療に関する

事務 全項目評価書」（以下「現行評価書」という。）を公表（平成28年7月に再公表）したとこ

ろですが，このたび，現行評価書に重要な変更を加えることとなったため，重要な変更を加え

る前に，評価書案を作成の上，個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組むことを宣言

するとともに，後期高齢者医療に関する事務における特定個人情報保護のための措置の内容を

公表して，市民の意見を募集しました。 

（重要な変更を加える理由） 

今回の変更は，特定個人情報の入手元の追加に伴うもので，福岡市の住民基本台帳登録外

の被保険者等に係る特定個人情報を入手する際に，その入手元として，地方公共団体情報シ

ステム機構を新たに追加するものです。特定個人情報の入手元の変更は，「特定個人情報保護

評価指針」において，「重要な変更」とされており，特定個人情報保護評価を再実施する必要

があります。 

○地方公共団体情報システム機構からの特定個人情報の入手は，住民基本台帳ネットワーク

システムを介して行います。

○住民基本台帳ネットワークシステムの利用は，福岡市の住民基本台帳登録外の被保険者等

に係る特定個人情報を入手する目的に限定しています。

２ 意見募集期間 

平成２８年１１月２４日(木曜日)～平成２８年１２月２３日(金曜日) 必着 

３ 実施方法 

（１）評価書案の公表方法

各区役所市民相談室，早良区入部出張所，西区西部出張所， 情報プラザ，総務企画局行

政部情報公開室，保健福祉局総務部医療年金課において，評価書案の閲覧及び配布を行うと 

ともに，福岡市ホームページに掲載しました。 

（２）意見提出の方法

保健福祉局総務部医療年金課へＦＡＸ，郵送又は電子メールでご提出いただくほか，各

区役所市民相談室等に直接ご持参いただく方法により，意見書（住所及び氏名明記）を受け 

付けました。 

４ 意見の提出状況等 

（１）意見提出件数 １通

（２）意見件数 ２件 

（３）意見の内容

①特定個人情報ファイルの取扱いの委託について（１件）

②その他（１件）
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